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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第99期

中間連結会計期間
第100期

中間連結会計期間
第99期

会計期間
自 2024年４月１日
至 2024年９月30日

自 2025年４月１日
至 2025年９月30日

自 2024年４月１日
至 2025年３月31日

売上高 (百万円) 7,835 4,463 13,175

経常損失(△) (百万円) △2,316 △1,086 △1,622

親会社株主に帰属する中間(当
期)純損失(△)

(百万円) △1,877 △1,095 △1,667

中間包括利益又は包括利益 (百万円) △1,495 △1,696 △1,387

純資産額 (百万円) 67,565 59,696 67,656

総資産額 (百万円) 72,455 63,830 71,795

１株当たり中間(当期)純損失
(△)

(円) △96.26 △59.91 △85.52

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 92.92 93.13 93.86

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,257 △1,099 3,011

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 148 △1,460 △153

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4 △6,251 △7

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万円) 23,465 16,158 24,975

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、１株当たり中間(当期)純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、

重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主

要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありませ

ん。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、物価高に伴う経済活動への影響は懸念され、企業収益は改善に足踏

みはみられるものの、雇用環境・個人消費は総じて持ち直しており、緩やかな回復基調となりました。

海外経済については、中国における不動産市場の停滞、欧米における高水準な金利、米国の通商政策に伴う影響、

中東地域やウクライナ情勢の緊迫化等で不確実性が高く、持ち直しの動きは鈍化傾向となりました。

このような状況のもと、当社グループの売上高並びに損益の大半を占めるニッケル事業の主需要先であるステン

レス鋼業界は、中国では不動産市場の停滞に伴い建築需要の回復が見通せない中でも高水準な生産活動を継続し、

また、近年、生産量が急伸しているインドネシアでは米国の通商政策の不確実性に伴い一時影響を受けるなど、設

備稼働率は総じてばらつきが見られる推移となりました。

フェロニッケル需要は、前述の環境に加え、価格優位性の見られるニッケル銑鉄へ調達がシフトしており、また、

カーボンニュートラルを意識したステンレススクラップ配合比率見直しも見られ、鈍化傾向の推移となりました。

調達面では、フェロニッケル製品の主原料であるニッケル鉱石の価格は底堅いニッケル鉱石需要等を背景に価格

高であり、また、諸原燃料価格は世界的に高水準であり、生産コストは高止まりが継続しました。

ロンドン金属取引所(ＬＭＥ)におけるニッケル価格は、中国景気の停滞、外国為替相場や金融資本市場の変動及

び中東地域やウクライナ情勢の緊迫化等の複合的な要因が意識される中で、比較的狭いレンジで推移しました。

その中で、当社のフェロニッケル販売数量は、前述した価格優位性の見られるニッケル銑鉄の価格が当社の販売

価格へも影響することから一定の収益性を損なわない戦略的な数量抑制方針を継続したため、前中間連結会計期間

比42.4％の減少となりました。

フェロニッケル生産数量は、販売数量抑制方針であるため、前中間連結会計期間と比べ減少しました。

フェロニッケル製品の販売価格は、当社適用平均為替レートは前中間連結会計期間比3.6％の円高、当社適用ＬＭ

Ｅニッケル価格は前中間連結会計期間比13.6％下落し、また、当社適用価格相場に加えて、ニッケル銑鉄の価格も

一部参考としたことから従来と比べ販売価格安となり、収入が伸び悩む厳しい販売環境が継続しました。

このように、厳しい事業環境ですが、採算性重視の受注を徹底、臨機応変な生産販売体制の構築、コストミニマ

ムを追求するための業務効率改善の強化等に努めております。収益基盤の再構築を目的とした取り組みでは、新た

な事業の軸となる事業を開発中です。検討を継続している取り組みでは、海底資源から電池用金属材料及び製鋼原

料を製造する事業についてフィジビリティスタディの結果を基に受託製錬コストや投資スケジュールを精査してお

り、また、事業を幅広く展開するため、国内外の関係先と意見交換しております。青森県内の企業を中心に推進す

るベリリウム製造販売事業の取り組みについては、当社製造所の敷地内に実証プラントの建設を進めており、当中

間連結会計期間には当該企業と資本業務提携契約を締結し、事業化の実現に向け加速してまいります。また、小売

電気事業を立ち上げ、高圧・特高圧事業者向け及び地域の発電事業者と連携した高付加価値の地場再生可能エネル

ギー発電による電力供給等、電気事業分野への進出を展開中であり、加えて、市場拡大が期待されるＬＩＢ関連の

取り組みでは、研究開発等を積極的に進めております。これら新規事業立ち上げの早期実現を目指しており、ＧＨ

Ｇ排出量低減に関するカーボンニュートラルの取り組みを含め、業績の底上げ及び収益安定化に向けた取り組みを

継続しております。

その結果、当中間連結会計期間の連結経営成績は、売上高が4,463百万円、前中間連結会計期間比では43.0％の減

収となりました。損益面では、棚卸資産簿価切下げ額の計上もありましたが、売上原価は減少し営業損失は4,042百

万円(前中間連結会計期間営業損失4,468百万円)、営業外収益へ計上した持分法による投資利益2,867百万円等を含

めた経常損失は1,086百万円(前中間連結会計期間経常損失2,316百万円)、親会社株主に帰属する中間純損失は1,095
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百万円(前中間連結会計期間親会社株主に帰属する中間純損失1,877百万円)となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①ニッケル事業

ニッケル事業についての経営成績は、「(1) 財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。その

結果、当部門の売上高は4,083百万円、前中間連結会計期間比45.5％の減収、営業損失は4,017百万円(前中間連結

会計期間営業損失4,395百万円)となりました。

②ガス事業

ガス事業についての経営成績は、安定した操業ではあったものの設備修繕に伴う費用計上等もあり、損失計上

となりました。その結果、当部門の売上高は407百万円、前中間連結会計期間比10.9％の増収、営業損失は10百万

円(前中間連結会計期間営業損失71百万円)となりました。

③その他

その他の事業部門では、主に不動産事業において売買成約はありましたが、不動産維持費等を上回る売上にな

らず損失計上となりました。その結果、当部門の売上高は９百万円(前中間連結会計期間売上高７百万円)、営業

損失は18百万円(前中間連結会計期間営業損失６百万円)となりました。

当中間連結会計期間末における当社グループの資産、負債及び純資産は、次のとおりであります。

資産合計は、前連結会計年度末に比べ7,964百万円減少し、63,830百万円となりました。

流動資産では、配当金の支払額の増加に加えて自己株式の取得により現金及び預金が減少し、その他の要因も含

め前連結会計年度末に比べ9,190百万円の減少となりました。

固定資産では、新規事業に関し資本業務提携契約の締結及び第三者割当増資の引き受けに伴い投資有価証券は増

加し、その他の要因も含め前連結会計年度末に比べ1,225百万円の増加となりました。なお、当社の投資有価証券

26,061百万円の主な内訳は、持分法適用による連結額20,733百万円、関連会社株式2,316百万円、フィリピンの株式

市場へ上場している当社持分法適用関連会社のホールディングカンパニーNickel Asia Corporation株式1,286百万

円であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ４百万円減少し、4,133百万円となりました。

流動負債では、支払手形及び買掛金、未払費用等が減少し、その他の要因も含め前連結会計年度末に比べ18百万

円の減少となりました。

固定負債では、その他有価証券評価差額金の増加に伴う繰延税金負債の増加等もあり、その他の要因も含め前連

結会計年度末に比べ14百万円の増加となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ7,960百万円減少し、59,696百万円となりました。

株主資本は、損失計上に加え、配当金の支払額の増加及び自己株式の取得により7,358百万円の減少、その他の包

括利益累計額は為替換算調整勘定の減少等により586百万円の減少及び非支配株主持分15百万円の減少となりまし

た。

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である利息及び配当金の受取

額2,734百万円等に、主な減少要因である持分法による投資利益2,867百万円、税金等調整前中間純損失916百万円等

を加減算し1,099百万円の支出で、前中間連結会計期間に比べ2,356百万円の支出増となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主な増加要因である投資有価証券の売却による収入222百万円等に、主な

減少要因である投資有価証券の取得による支出1,521百万円等を加減算し、1,460百万円の支出で、前中間連結会計

期間に比べ1,609百万円の支出増となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の増減額及び配当金の支払額等6,251百万円の支出で、前中間連

結会計期間に比べ6,246百万円の支出増となりました。

現金及び現金同等物の増減額は、前中間連結会計期間に比べ10,123百万円の減少となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は16,158百万円となり前連結会計年度末に比べ8,816百万円の減少と

なりました。

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

連結業績予想につきましては、中国における不動産市場の停滞、欧米における高水準の金利、中東地域やウクラ

イナ情勢の緊迫化、米国の関税措置等の影響を受けて、依然不確実性が高い状態で推移しております。
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当社フェロニッケル製品の数量面については環境に大きな変化は見られず、収益性の観点から数量抑制の方針を

継続しており、前回公表計画より若干の減少を見込んでおります。

損益について、フェロニッケル製品の販売価格面では、当社適用価格相場に加えてニッケル銑鉄の価格も一部参

考とした価格水準のため収入は一定程度抑えられ、また、調達価格面では、主原料であるニッケル鉱石価格及び原

燃料や電力の価格は引き続き高水準であるため、大きな影響を与えることが見込まれます。

その他では、棚卸資産簿価切下げ額の影響について、上期は追加計上の一方、下期では簿価切下げ額の縮小で戻

入れ額が発生することにより上期と下期の損益傾向は異なる予想で、営業外収益においては、分散するエネルギー

リソースを制御して発電所と同じように機能させる電力需給調整市場への参入時期を一部調整等したことから得ら

れる報酬見込み額を見直しております。

また、米国の関税措置については、国内外へ広範囲の影響が及ぶ可能性があるため、サプライチェーンの混乱が

懸念されます。連結業績予想への影響は限定的と見込まれるものの、今後、各国の経済対策によっては、当社事業

の需要や価格面に大きな影響を与える可能性があります。

このように、厳しい状況は継続しておりますが、こうした事業環境等への対応は、「中長期戦略

PAMCOvision2031」において当社グループが掲げる基本方針等で取り組む活動に合致しており、引き続き強く推し進

めて参ります。

(4) 研究開発活動

当中間連結会計期間の研究開発活動の総額は149百万円であります。

(5) 生産、受注及び販売の実績

当中間連結会計期間において、販売及び生産の実績に著しい変動がありました。その内容については、「(1)財政

状態及び経営成績の状況」に記載の通りであります。

３ 【重要な契約等】

当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

② 【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在

発行数(株)
(2025年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2025年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 19,577,071 19,577,071
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数：100株
完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式であります。

計 19,577,071 19,577,071 ― ―

(注) 2025年６月25日付の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として、2025年７月24日付で自己株式7,795株を

処分しております。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2025年４月１日～
2025年９月30日

― 19,577 ― 13,922 ― 3,481
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(5) 【大株主の状況】

2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数の
割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）
（うち、投資信託1,094千株、年金信
託９千株、その他1,332千株）

東京都港区赤坂一丁目８番１号 赤坂インターシ
ティＡＩＲ

2,436 14.01

日本機設株式会社 東京都江東区新砂一丁目６番35号 583 3.36

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）
（うち、投資信託346千株、年金信託
23千株、その他178千株）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 548 3.15

立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番14号 440 2.53

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC
ISG （FE-AC）
（常任代理人株式会社三菱UFJ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON
EC4A 2BB UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 決済事
業部）

361 2.08

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED
CLIENT ACCOUNT
（常任代理人シティバンク、エヌ・
エイ東京支店カストディ業務部）

BAHNHOFSTRASSE 45， 8001 ZURICH，
SWITZERLAND
（東京都新宿区新宿六丁目27番30号）

290 1.67

東京短資株式会社 東京都中央区日本橋室町四丁目４番10号 290 1.67

大平洋金属取引先持株会 青森県八戸市河原木遠山新田５番２号 265 1.53

ECM MF
（常任代理人立花証券株式会社）

49 MARKET STREET,P.O.BOX 1586 CAMANA
BAY,GRAND CAYMAN,KY1-1110
（東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番14号）

235 1.35

J．P．MORGAN SECURITIES PLC FOR
AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS
JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT
（常任代理人シティバンク、エヌ・
エイ東京支店カストディ業務部）

25 BANK STREET， CANARY WHARF LONDON E14 5JP
UK
（東京都新宿区新宿六丁目27番30号）

209 1.20

計 － 5,660 32.55

(注) 上記のほか当社所有の自己株式2,188千株があります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 ― ―

2,188,500

完全議決権株式(その他)
普通株式

173,152 ―
17,315,200

単元未満株式
普通株式

― ―
73,371

発行済株式総数 19,577,071 ― ―

総株主の議決権 ― 173,152 ―

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式1,800株が含まれておりま

す。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数18個が含まれておりま

す。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式56株が含まれております。

② 【自己株式等】

2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
大平洋金属株式会社

東京都千代田区大手町一
丁目６番１号

2,188,500 ― 2,188,500 11.18

計 ― 2,188,500 ― 2,188,500 11.18

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年４月１日から2025年９月30

日まで)に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,874 15,558

売掛金 3,281 3,051

有価証券 2,600 2,100

商品及び製品 4,074 3,642

仕掛品 263 252

原材料及び貯蔵品 2,864 3,020

その他 1,552 1,695

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 38,510 29,320

固定資産

有形固定資産 7,273 7,317

無形固定資産 12 13

投資その他の資産

投資有価証券 24,873 26,061

退職給付に係る資産 770 795

その他 359 327

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 25,998 27,179

固定資産合計 33,284 34,510

資産合計 71,795 63,830
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 112 80

未払費用 712 678

未払法人税等 55 46

賞与引当金 117 116

その他 232 287

流動負債合計 1,230 1,211

固定負債

退職給付に係る負債 68 71

繰延税金負債 992 1,003

再評価に係る繰延税金負債 539 539

環境対策引当金 2 3

契約損失引当金 1,273 1,273

復旧費用引当金 14 14

その他 18 16

固定負債合計 2,908 2,922

負債合計 4,138 4,133

純資産の部

株主資本

資本金 13,922 13,922

資本剰余金 3,481 3,481

利益剰余金 48,044 44,314

自己株式 △453 △4,081

株主資本合計 64,994 57,636

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 526 714

繰延ヘッジ損益 7 18

土地再評価差額金 331 330

為替換算調整勘定 828 79

退職給付に係る調整累計額 700 666

その他の包括利益累計額合計 2,395 1,808

非支配株主持分 267 251

純資産合計 67,656 59,696

負債純資産合計 71,795 63,830
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

売上高 7,835 4,463

売上原価 11,186 7,602

売上総損失（△） △3,351 △3,139

販売費及び一般管理費

販売費 189 86

一般管理費 928 816

販売費及び一般管理費合計 ※ 1,117 ※ 902

営業損失（△） △4,468 △4,042

営業外収益

受取利息 18 35

受取配当金 73 9

不動産賃貸料 55 54

持分法による投資利益 2,244 2,867

その他 23 125

営業外収益合計 2,415 3,092

営業外費用

支払利息 0 0

為替差損 222 59

棚卸資産処分損 0 41

その他 41 35

営業外費用合計 263 136

経常損失（△） △2,316 △1,086

特別利益

固定資産売却益 0 4

投資有価証券売却益 128 175

受取保険金 459 -

特別利益合計 588 179

特別損失

減損損失 - 4

固定資産除却損 7 6

特別損失合計 7 10

税金等調整前中間純損失（△） △1,735 △916

法人税、住民税及び事業税 163 271

法人税等調整額 14 △76

法人税等合計 177 194

中間純損失（△） △1,913 △1,111

非支配株主に帰属する中間純損失（△） △36 △15

親会社株主に帰属する中間純損失（△） △1,877 △1,095
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【中間連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

中間純損失（△） △1,913 △1,111

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △309 181

退職給付に係る調整額 △6 △17

持分法適用会社に対する持分相当額 733 △748

その他の包括利益合計 418 △585

中間包括利益 △1,495 △1,696

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 △1,459 △1,681

非支配株主に係る中間包括利益 △36 △15
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△） △1,735 △916

減価償却費 172 193

減損損失 - 4

受取利息及び受取配当金 △91 △45

持分法による投資損益（△は益） △2,244 △2,867

有形固定資産除却損 7 6

受取保険金 △459 -

投資有価証券売却損益（△は益） △128 △175

売上債権の増減額（△は増加） △48 229

棚卸資産の増減額（△は増加） 3,087 287

前渡金の増減額（△は増加） △100 -

未収消費税等の増減額（△は増加） 241 △145

仕入債務の増減額（△は減少） 230 △31

未払費用の増減額（△は減少） △12 △33

未払消費税等の増減額（△は減少） 152 △33

賞与引当金の増減額（△は減少） △5 △0

復旧費用引当金の増減額（△は減少） △5 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4 3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △24 △24

その他 217 △15

小計 △743 △3,564

利息及び配当金の受取額 1,696 2,734

利息の支払額 △0 △0

保険金の受取額 459 -

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △155 △269

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,257 △1,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 - △1,521

投資有価証券の売却による収入 174 222

有形固定資産の取得による支出 △258 △153

有価証券の償還による収入 300 -

その他 △67 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー 148 △1,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1 △2,619

自己株式の増減額（△は増加） △0 △3,628

その他 △3 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △4 △6,251

現金及び現金同等物に係る換算差額 △94 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,306 △8,816

現金及び現金同等物の期首残高 22,158 24,975

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 23,465 ※ 16,158
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【注記事項】

(中間連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

運賃諸掛 90百万円 45百万円

販売手数料 98 41

退職給付費用 16 11

賞与引当金繰入額 10 17

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

現金及び預金 22,565百万円 15,558百万円

有価証券 2,399 2,100

償還期間が３カ月を超える有価証券 △1,500 △1,500

現金及び現金同等物 23,465 16,158

(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年５月９日
取締役会

普通株式 2,632 135 2025年３月31日 2025年６月５日 利益剰余金

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年10月31日
取締役会

普通株式 1,043 60 2025年９月30日 2025年12月３日 利益剰余金

３．株主資本の著しい変動

当社は、2025年6月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式2,120,200株の取得及び2025年６月25日開催の取

締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として自己株式7,795株の処分を行いました。この結果、当中間連結会計

期間において、自己株式は3,628百万円増加し、当中間連結会計期間末において4,081百万円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

中間連結
損益計算書
計上額
(注)３

ニッケル
事業

ガス事業 計

売上高

外部顧客への売上高 7,498 328 7,827 7 7,835 7,835

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 38 38 － 38 △38 －

計 7,498 367 7,866 7 7,873 △38 7,835

セグメント損失（△） △4,395 △71 △4,466 △6 △4,473 4 △4,468

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない不動産事業であります。

２ セグメント損失の調整額４百万円には、セグメント間取引消去４百万円及びその他の調整額０百万円が含ま

れております。

３ セグメント損失は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

中間連結
損益計算書
計上額
(注)３

ニッケル
事業

ガス事業 計

売上高

外部顧客への売上高 4,083 369 4,453 9 4,463 4,463

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 38 38 － 38 △38 －

計 4,083 407 4,491 9 4,501 △38 4,463

セグメント損失（△） △4,017 △10 △4,028 △18 △4,047 4 △4,042

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない不動産事業及び小売電気事業であります。

２ セグメント損失の調整額４百万円には、セグメント間取引消去４百万円及びその他の調整額０百万円が含ま

れております。

３ セグメント損失は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「ニッケル事業」において、減損損失を４百万円計上しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
ニッケル
事業

ガス事業 計

日本 5,743 328 6,071 7 6,079

韓国 469 － 469 － 469

台湾 1,285 － 1,285 － 1,285

顧客との契約から生じる収益 7,498 328 7,827 7 7,835

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 7,498 328 7,827 7 7,835

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない不動産事業であります。

当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
ニッケル
事業

ガス事業 計

日本 4,083 369 4,453 9 4,463

顧客との契約から生じる収益 4,083 369 4,453 9 4,463

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 4,083 369 4,453 9 4,463

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない不動産事業及び小売電気事業であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

１株当たり中間純損失(△) △96.26円 △59.91円

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する中間純損失(△) (百万円) △1,877 △1,095

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間
純損失(△)

(百万円) △1,877 △1,095

普通株式の期中平均株式数 (千株) 19,501 18,292

(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
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２ 【その他】

2025年５月９日開催の取締役会において、2025年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配

当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 2,632百万円

② １株当たりの金額 135円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2025年６月５日

また、第100期（2025年４月１日から2026年３月31日）中間配当については、2025年10月31日開催の取締役会におい

て、2025年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 1,043百万円

② １株当たりの金額 60円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2025年12月３日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年11月11日

大平洋金属株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

仙台事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 矢 嶋 泰 久

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 上 野 陽 一

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大平洋金属株式

会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月30

日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、

中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、大平洋金属株式会社及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用

される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ



れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結

論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間

連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切

でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の

結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の５の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年11月11日

【会社名】 大平洋金属株式会社

【英訳名】 Pacific Metals Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩 舘 一 夫

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目６番１号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）



１ 【半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長岩舘一夫は、当社の第100期中（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）の半期報告書の記

載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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